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令和３年、２０２１年がスタートしました。今年の干支は
「丑（うし）」、「丑年」は、「子年（ねずみどし）に蒔いた種
が芽を出して成長する時期、先を急がず目の前のことを着実
に進めることが将来の成功につながる」と言われています。
「牛の歩みも千里」（努力を怠らなければ成果が上がるこ

とのたとえ）ということわざにもあるように、自分の将来の
成功のためには、目の前のことをしっかりやり遂げる努力を
続けていくことが大事ですね。
さて、新年早々日本列島は今季一番の寒波が到来し、各家

庭においては、大雪、暴風雪、それに伴う停電、断水、除排
雪等の様々な対応に追われた大変な日々だったと思います。
１月７日、８日に亀田学童・道川学童・ウエーブ児童クラブを訪問した際、子どもたちから、「電

気がつかないと何もできなかった」、「車が全然進まなかった」、「吹雪がすごくて外に出られなかっ
た」などの声を聞きました。この後もまだまだ冬は続きます。安全のために天気予報の確認や通学
路点検等を一層強化して参りますので、ご家庭からも危険箇所等の情報提供をお願いいたします。
保護者の皆様、地域の皆様のおかげで冬休み中には、大きな事故やケガの報告もなく、今日は、

元気に登校する子どもたちに会うことができました。冬休み中のお子さんの体調管理や見守り、温
かい励まし等に感謝いたします。令和３年も子どもたちの安心・安全な学校生活を保障し、教育目
標である「ふるさとに誇りをもち、たくましく生き抜く子どもの育成～いのちを守る岩城小・われ
を磨く岩城小・きづいて動く岩城小～」に向けて、職員一同誠心誠意努力して参りますので、これ
からも保護者の皆様、地域の皆様の一層のご支援とご指導を賜りますようお願い申し上げます。

１月１５日（金）３校時 １月１８日（月）～２０日
に「令和２年度全校書き （水）まで、１２月に続いて
初め会」を行います。 ２回目の「なわとびタイム」を
１，２年生は硬筆、 開催します。冬期間の運動確保、

３年生から６年生は毛筆です。「心は文字に表れ なかよしグループの親睦、個人
る」と昔から言われていますので、心を落ち着 の技術の向上を目的に行っています。
かせて、気を引き締めて、新年の心意気や姿勢 新しい技にどんどん挑戦していきましょう！
を筆や鉛筆にしたためましょう。 ○体育館割り当て

１８日（月）赤組……１～７班
１９日（火）青組……８～14班
２０日（水）黄組……15～21班

１月18日（月）～22日（金）まで、「学習強調
週間」です。岩城っことしてやるべき事をしっ
かりやりましょう。また、「家庭学習ノート展示
会」（あいさつホール）も行います。
ご覧になりたい保護者の方は15:30まで
検温、体調確認の上、ご来校ください。

冬休み明け身体測定
１月１８日（月）～２２日（金）

に、発育、発達の状況から健康状
態を確認するために学年・学級ごと
に、身体測定を実施します。

岩城小学校の子ども像

いきいき笑顔 わくわく学習 きらきら活動 岩城の子



冬休み前から県内では感染が拡大しています。
１月7日付けで市教育委員会より「本市では11月 １月８日に文部科学省より「新型コロナウイ
16日付け通知の対応を継続する」通知がありま ルス感染症への対応に関する留意事項」が示さ
した。学校報No.35号で掲載したものと同じ対応 れました。これに基づいて、本校では冬休み明
になりますのでご確認ください。 け以降も下記の点について対策を徹底して参り

ますので、ご家庭のご協力をお願いいたします。○新型コロナウイルス感染症が発生した場合
１．小・中学校で児童生徒又は教職員の感
染が確認された場合
◆感染が確認された日の翌日から、原則、
感染者が発生した学校を休業とする。
①保健所が濃厚接触者を調査する。
②保健所等の指導により、当該学校の消
毒を実施する。

③当該学校は、感染が確認された日の翌
日から、原則、土日を含む連続7日間休
業とする。

④感染者の出席の扱いは「陰性」になる
まで「出席停止」とする。

２．児童生徒及び教職員が濃厚接触者と判
定された場合
①濃厚接触者と判定された翌日から当該
学校を休業とする。
②当該濃厚接触者の検査結果が「陰性」
の場合
・検査結果が判明した翌日から当該学
校を再開する。
・当該児童生徒は2週間「出席停止」、
教職員は2週間「職免」とする。

③当該濃厚接触者の検査結果が「陽性」
の場合
・１の扱いとする。

３．学校関係者以外の方が感染した場合
①感染経路が判明していて、学校関係者
との接点がない場合は、学校を休業と
しない。
②市内で感染状況が悪化している場合や
感染経路不明の感染者が多数発生して
いる場合は、学校を休業とする場合も
ある。

４．その他
①接触確認アプリ等で陽性者との接触が
確認された場合
・帰国者・接触者相談センターに連絡
し指示に従う。（必ず学校に連絡）

・PCR検査が「陰性」→登校、出勤
・PCR検査が「陽性」→１の扱い
②この取扱いは、現在得られている知見
や秋田県教育委員会の方針に基づくも
のであり、新たな知見等により変わる
ことがある。

○岩城小 新型コロナウイルス感染症対策
１．健康観察の徹底
○登校、出勤（本校の職員）前の検温、健
康観察などにより健康状態の把握に加え、
登校、出勤後の体調不良者の早期発見に
努めます。
★本人、家族に発熱等の風邪症状がある場
合は登校・出勤しない。
★登校、出勤後に体調不良の様子が見られ
た場合は早退し、速やかに受診する。

２．感染リスクの高い活動の回避
○感染リスクが高い下記の学習活動を一時
的に停止します。
①長時間、近距離で対面形式となるグルー
プ活動（各教科）

②近距離で一斉に大きな声で話す活動
③近距離で活動する理科の実験や観察
④室内で近距離で行う合唱（音楽）
⑤室内で近距離で行うリコーダーや鍵盤ハ
ーモニカ等の管楽器演奏（音楽）

⑥近距離で活動する調理実習（家庭）
⑦児童が密集する運動や近距離で組み合っ
たり接触したりする運動（体育）

⑧マスクを外して行う運動・遊び

３．教室等における常時換気（密閉回避）
○気候上、可能な限り常時換気に努めます。
①廊下側と窓側を対角に常時開ける
②常時換気とともに、３０分に１回以上、
数分間窓を全開する

★換気により室温を保つことが困難になる
ことから、温かい服装を心がけること

４．給食時の感染防止
○食事前後の手洗いの徹底、飛沫を飛ばさ
ない席の配置、食事中にマスクを外した
状態で会話しないように努めます。
①ランチルームと教室での給食
②ランチルームでのパーテーションの使用

５．清掃・消毒の徹底
○常に清潔な空間を保てるよう、通常の清
掃活動を全校でがんばるとともに、
大勢がよく手を触れる場所は、
職員が毎日消毒します。


